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令和５年第９回京田辺市教育委員会定例会会議録 

 

日 時 令和５年９月２０日（水）午前１０時００分 開会 

                午前１０時３０分 閉会 

 

場 所 京田辺市役所３０５会議室 

 

会議日程 

日程第１  教育行政報告  

日程第２  議案第４６号 京田辺市内に在住する児童生徒が入学する

学校を指定する規則の一部改正について 

日程第３  議案第４７号 令和５年度京田辺市教育委員会表彰につい

て 

 

出席者 

教育長 山岡  弘高 

委員（教育長職務代理者） 西村  和巳 

委員 藤原  孝章 

委員 上村  真代 

委員 伊東  明子 

 （事務局出席職員） 

教育部長 藤本  伸一 

教育指導監 上原  正章 

教育部副部長 櫛田  浩子 

教育総務室担当課長 古谷  隆之 

こども・学校サポート室総括指導主事 勝又   靖志 

学校教育課長 田原   暁 

学校給食課長 西村   明 

 （事務局書記職員氏名） 

   教育総務室担当課長補佐        出島  ケイ 

   教育総務室再任用主査         鈴木  勝浩 

 

 

会議の要旨 

○開会宣言 

 教育長が開会の宣言をした。 
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○日程第１ 教育行政報告 

［報 告］事務局 

 前回の会議以降の教育行政関係行事及び議会審議状況の報告を資料配付に

より行った。 

 

［質 疑］ 

（西村委員） 

  ２学期始業式にあたり、児童の転入出の状況は。 

  精華町で２学期から中学校給食が始まったが、それについて何か動きをさ

れたか。 

（事務局） 

  児童数の状況は、現在取りまとめ中である。 

  精華町の給食調理の業務委託について、本市がプロポーザルで選定した業

者と同じであり、精華町のノウハウ等を取り入れて、円滑に進められると考え

ている。 

（藤原委員） 

  あしあとファイルとはどういったものか。 

（事務局） 

  保護者や関係各所が子どもの育ちの記録を残し、幼・保と小学校の接続で、

切れ目のない支援を行えるようにするもの。 

（藤原委員） 

  小学校から中学校への接続の際にも使われるのか。 

（事務局） 

  そのとおりである。 

 

○日程第２ 議案第４６号「京田辺市内に在住する児童生徒が入学する学校を

指定する規則の一部改正について」 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（西村委員） 

  普賢寺小学校の特認校制度の場合との違いは。 
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（事務局） 

  普賢寺小学校の小規模特認校制度を利用する場合は、一旦本来校に指定さ

れた後、同条第２項及び第３項による指定校変更の手続をしている。培良中学

校は保護者から事前に調書を提出いただき、あらかじめ培良中学校を指定校

にするもの。今回の実施状況を見て、普賢寺小学校でもこの方法をとる方が良

いとなった場合は、普賢寺小学校の手続も変更することを考えたい。 

（藤原委員） 

  小規模特認校制度は普賢寺小学校で適用され、培良中学校は違うのか。 

（事務局） 

  培良中学校は小規模特認校制度ではなく、特認校制度で、上限設定せずに生

徒を受け入れる。 

（藤原委員） 

  根拠法はあるのか。 

（事務局） 

  指定校については学校教育法施行令で定められているが、市の規則にあら

たにこの文言を追加する方がより整合を図れるということで改正するもの。 

 

［採 決］ 

 採決の結果、原案どおり可決された。 

 

［会議の非公開］ 

 日程第３について、教育長が議事の内容を踏まえ、会議を非公開とすることに

ついて提案し、委員全員から同意が得られたため、会議を非公開とすることとな

った。 

 

○日程第３ 議案第４７号「令和５年度京田辺市教育委員会表彰について」 

 

［説 明］ 

（事務局） 

資料に基づいて説明 

 

［質 疑］ 

（藤原委員） 

  どの方も表彰に値すると思うが、表彰と感謝状の違いは。 

（事務局） 

  ２０年以上で表彰、１０年以上２０年未満は感謝状と、取扱要領で定めてい
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る。 

 

［採 決］ 

 採決の結果、原案どおり可決された。 

 

［会議を非公開とすることの終了宣言］ 

 非公開事件の議事日程が終了したため、教育長が、会議を非公開とすることの

終了を宣言した。 

 

○閉会宣言 

 教育長が閉会の宣言をした。 


